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○公有財産取扱規則 

昭和39年４月１日規則第20号 

改正 

昭和41年12月16日規則第46号 

昭和48年３月31日規則第11号 

昭和56年４月１日規則第17号 

昭和59年２月17日規則第３号 

昭和60年４月１日規則第19号 

昭和61年３月28日規則第10号 

昭和62年６月22日規則第40号 

平成５年４月１日規則第24号 

平成５年９月30日規則第42号 

平成６年３月31日規則第９号 

平成８年４月１日規則第31号 

平成９年４月１日規則第34号の２ 

平成10年３月31日規則第15号 

平成11年３月31日規則第33号 

平成15年４月１日規則第34号 

平成16年４月１日規則第22号 

平成17年４月１日規則第37号 

平成19年３月30日規則第24号 

平成19年９月30日規則第67号 

平成20年３月31日規則第16号 

平成23年３月31日規則第９号 

平成23年７月28日規則第27号 

平成25年３月28日規則第８号 

平成27年３月30日規則第14号 

平成27年12月17日規則第54号 

平成28年２月18日規則第８号 

平成29年２月20日規則第６号 
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平成30年３月29日規則第21号 

平成31年３月11日規則第６号 

令和２年３月５日規則第12号 

公有財産取扱規則をここに公布する。 

公有財産取扱規則 

目次 

第１章 総則（第１条―第２条の４） 

第１章の２ 取得、管理及び処分の機関（第３条―第５条） 

第２章 取得（第６条―第９条） 

第３章 管理 

第１節 通則（第10条―第13条） 

第２節 用途の変更又は廃止（第13条の２・第13条の３） 

第３節 貸付け（第14条―第23条） 

第４節 目的外使用許可（第24条―第24条の５） 

第５節 所管換え等（第25条―第27条） 

第６節 維持及び保存（第28条―第30条） 

第４章 処分（第31条―第32条） 

第５章 事務委任及び補助執行 

第１節 事務委任（第33条―第37条） 

第２節 補助執行（第38条・第39条） 

附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 県の所有に属する公有財産の取得、管理及び処分並びに不動産の借受けに関する事務の取

扱いについては、別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。 

（用語の定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに

よる。 

(１) 公有財産 地方自治法（昭和22年法律第67号。以下「法」という。）第238条第１項に規定

する財産をいう。 
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(２) 行政財産 法第238条第４項に規定する行政財産をいう。 

(３) 普通財産 法第238条第４項に規定する普通財産をいう。 

(４) 部局 宮崎県部設置条例（平成16年宮崎県条例第４号）第１条に規定する部及び宮崎県行

政組織規則（平成10年宮崎県規則第15号。以下「組織規則」という。）第６条第１項に規定す

る会計管理局をいう。 

(５) 課 次に掲げる組織をいう。 

ア 組織規則第５条に規定する局（高速道対策局に限る。）及び課 

イ 組織規則第６条第２項に規定する課 

(６) 出先機関、組織規則第２条第３号に規定する出先機関をいう。 

(７) 所管換え 各部局の間において、その公有財産の所管を移すことをいう。 

(８) 所属替え 同一部局内において、その公有財産の所属を移すことをいう。 

(９) 分類換え 普通財産から行政財産へ移し換えることをいう。 

(10) 編入換え 公有財産から物品へ、物品から公有財産へ移し換えることをいう。 

(11) 使用承認 各部局の間又は同一部局内において、その公有財産の所管又は所属を移すこと

なく、使用させることをいう。 

（公有財産事務の総括） 

第２条の２ 総務部長は、公有財産の取得、管理及び処分の適正を期するため、公有財産に関する

事務を総括するものとする。 

（総合調整権） 

第２条の３ 総務部長は、公有財産の管理を行う者に対し、公有財産に関する事務の執行状況及び

公有財産の現況について報告を求め、又は財産総合管理課の職員に実地に調査させることができ

る。 

２ 総務部長は、公有財産の効率的な運用及び管理の適正を図るため必要があると認めるときは、

公有財産の管理を行う者に対し、必要な指示をすることができる。 

（公有財産調整委員会） 

第２条の４ 公有財産の効率的な運用及び適正な管理を推進するため、公有財産調整委員会（以下

「調整委員会」という。）を置く。 

２ 調整委員会は、次に掲げる事項について調査検討し、又は調整を図るものとする。 

(１) 公有財産の管理及び処分に関すること。 

(２) 公有財産の取得に関すること。 
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(３) 県が所有し、又は管理する公共施設等の総合的かつ計画的な管理のための基本的な方針の

策定に関すること。 

(４) その他公有財産管理上の諸問題に関すること。 

３ 調整委員会に、委員長、委員長代理、副委員長及び委員を置き、それぞれ次の各号に掲げる職

にある者をもって充てる。 

(１) 委員長 総務部に関することを担任する副知事 

(２) 委員長代理 前号以外の副知事 

(３) 副委員長 総務部長 

(４) 委員 総務部長以外の部局の長、副教育長、警察本部長、議会事務局長、企業局長及び病

院局長 

４ 調整委員会は、委員長（委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長代理）が

招集する。 

５ 調整委員会の事務を補佐するため、調整委員会に幹事会を置く。 

６ 幹事会は、幹事をもって構成し、その会議は、幹事長が招集する。 

７ 幹事は、部局、教育委員会事務局、警察本部、議会事務局、企業局及び病院局の職員のうちか

ら別に定める職にある者をもって充てる。 

８ 調整委員会の庶務は、財産総合管理課において行う。 

９ 前各項に定めるもののほか、調整委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。 

第１章の２ 取得、管理及び処分の機関 

（取得事務を分掌する機関） 

第３条 行政財産の取得に関する事務は、当該行政財産を事務又は事業の用に使用する部局が分掌

する。ただし、当該行政財産が２以上の部局において事務又は事業の用に使用される場合は、総

務部長が指定する部局が分掌する。 

２ 普通財産の取得に関する事務は、総務部長の監督の下に財産総合管理課が分掌する。ただし、

次の各号に掲げる普通財産の取得に関する事務は、それぞれ当該各号に掲げる部局が分掌する。 

(１) 専ら一の部局又は出先機関の職員に貸し付けることを目的として設置される職員宿舎及び

その敷地 当該部局又は出先機関 

(２) 県有林及び分収林 環境森林部 

(３) 法第238条第１項第４号から第７号までに規定する公有財産であって普通財産であるもの 

当該普通財産を使用し、又は管理することとなる部局 
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３ 前２項の規定にかかわらず、総務部長が特に必要と認める公有財産の取得に関する事務につい

ては、総務部長が別に指定する部局、課又は出先機関が分掌する。 

（管理事務を分掌する機関） 

第３条の２ 行政財産の管理に関する事務は、当該行政財産を事務又は事業の用に使用する部局が

分掌する。ただし、当該行政財産が２以上の部局において事務又は事業の用に使用される場合は、

総務部長が指定する部局が分掌する。 

２ 普通財産の管理に関する事務は、総務部長の監督の下に財産総合管理課が分掌する。ただし、

次の各号に掲げる普通財産の管理に関する事務は、それぞれ当該各号に掲げる部局が分掌する。 

(１) 交換若しくは売払いを目的とし、又は編入換えのため行政財産の用途を廃止した普通財産 

当該普通財産を行政財産として管理していた部局 

(２) 建物又は工作物で取壊し又は撤去のため行政財産の用途を廃止したもの 当該建物又は工

作物を行政財産として管理していた部局 

(３) 貸付けを目的とした普通財産（次号に規定するものを除く。）当該貸付けに係る事務又は

事業を分掌する部局 

(４) 専ら一の部局又は出先機関の職員に貸し付けることを目的として設置された職員宿舎及び

その敷地 当該部局又は出先機関 

(５) 県有林及び分収林 環境森林部 

(６) 法第238条第１項第４号から第７号までに規定する財産であって普通財産であるもの 当

該普通財産に関係のある事務又は事業を所掌する部局 

３ 部局の長は、前２項の規定によりその所管に属する公有財産の管理に関する事務を、当該公有

財産を事務若しくは事業の用に使用し、又は当該公有財産の貸付け等に関係のある事務若しくは

事業を所掌する課（当該部局内の課に限る。）に分掌させるものとする。 

４ 前項の規定にかかわらず、部局の長は、必要があると認めるときは、その所管に属する公有財

産の管理に関する事務を当該公有財産に関係のある事務又は事業を所掌する出先機関に分掌させ

ることができる。 

５ 部局の長は、前項の規定によりその所管に属する公有財産の管理を出先機関の長に分掌させよ

うとするときは、管理分掌通知書（別記様式第１号）により当該出先機関の長に通知しなければ

ならない。 

６ 前各項の規定にかかわらず、総務部長が特に必要と認める財産の管理に関する事務については、

総務部長が別に指定する部局、課又は出先機関が分掌する。 
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（処分事務を分掌する機関） 

第３条の３ 普通財産の処分に関する事務は、総務部長の監督の下に財産総合管理課が分掌する。

ただし、次の各号に掲げる普通財産の処分に関する事務は、それぞれ当該各号に掲げる部局が分

掌する。 

(１) 交換若しくは売払いを目的とし、又は編入換えのため行政財産の用途を廃止した普通財産 

当該普通財産を行政財産として管理していた部局 

(２) 建物又は工作物で取壊し又は撤去のため行政財産の用途を廃止したもの 当該建物又は工

作物を行政財産として管理していた部局 

(３) 貸付けを目的とした普通財産（次号に規定するものを除く。）当該貸付けに係る事務又は

事業を分掌する部局 

(４) 専ら一の部局又は出先機関の職員に貸し付けることを目的として設置された職員宿舎及び

その敷地 当該部局又は出先機関 

(５) 県有林及び分収林 環境森林部 

(６) 法第238条第１項第４号から第７号までに規定する財産であって普通財産であるもの 当

該普通財産を管理する部局 

２ 前項の規定にかかわらず、総務部長が特に必要と認める普通財産の処分に関する事務について

は、総務部長が別に指定する部局、課又は出先機関が分掌する。 

（事務委任） 

第４条 公有財産の管理を分掌する出先機関（宮崎県財務規則（昭和39年宮崎県規則第２号）第２

条第１号に規定するかいでない出先機関を除く。）の長に公有財産に関する事務で次に掲げるも

のを委任する。 

(１) 公有財産の貸付けに関する事務で次に掲げるもの 

ア 使用期間が１月以内の貸付けに関する事務 

イ 電柱類、広告板類、標識柱類、配管類、公衆電話類、自動販売機類及びこれらの附属設備

の設置に係る貸付けに関する事務 

ウ ア及びイの貸付けに係る貸付料の徴収に関する事務 

(２) 行政財産の目的外使用許可に関する事務で次に掲げるもの 

ア 使用期間が１月以内の目的外使用許可に関する事務 

イ 電柱類、広告板類、標識柱類、配管類、公衆電話類、自動販売機類及びこれらの附属設備

の設置に係る目的外使用許可に関する事務 
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ウ 山林基本財産特別会計の管理に属する県有林のうち行政財産である土地に係る目的外使用

許可に関する事務 

エ ア、イ及びウに掲げるもののほか、目的外使用許可の更新（同一の許可内容及び条件で引

き続き使用させる場合に限る。）に関する事務 

オ ア、イ、ウ及びエの目的外使用許可に係る使用料の徴収に関する事務 

(３) 保育間伐材及び風倒木の処分に関すること。 

(４) 不動産の借受け（総務部長が別に定めるものを除く。）に関すること。 

２ 前項の規定にかかわらず、部局の長において特に必要と認めたときは、部局の長は自らその事

務を行うことができる。 

３ 第６条の２、第11条の２、第14条、第22条、第24条、第24条の４及び第31条の２の規定は、第

１項の規定により公有財産に関する事務の委任を受けた出先機関の長について準用する。この場

合において、これらの規定中「部局の長」とあるのは「出先機関の長」と、「総務部長」とある

のは「部局の長」とそれぞれ読み替えるものとする。 

（専決） 

第４条の２ 別表の左欄に掲げる者は、それぞれ同表の右欄に掲げる事務を専決するものとする。

ただし、議会の議決を要するものについては、この限りでない。 

（合議） 

第５条 部局の長は、次に掲げる場合においては、あらかじめ総務部長（課の長の専決する場合に

あっては、財産総合管理課長）に合議しなければならない。 

(１) 公有財産として財産を購入し、交換し、寄附を受け、又は権利の設定等（以下「取得」と

いう。）をしようとするとき（道路、河川その他の土木事業用地並びに土地改良財産として財

産を購入し、又は寄附を受ける場合を除く。）。 

(２) 建物、船舶その他工作物を新築し、新造し、増改築し、増改造し又は移築しようとすると

き。 

(３) 登録をしようとするとき。 

(４) 境界の確定をしようとするとき。 

(５) 登記前支払いをしようとするとき。 

(６) 行政財産（工作物を除く。）の用途を変更し、又は廃止しようとするとき。 

(７) 公有財産の所管換え、所属替え、使用承認（臨時的使用承認を除く。）、分類換え又は編

入替えをしようとするとき。 
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(８) 公有財産の貸付け（使用期間が１月以内の貸付け並びに電柱類、広告板類、標識柱類、配

管類、公衆電話類、自動販売機類及びこれらの附属設備の設置に係る貸付けを除く。第10号に

おいて同じ。）をし、若しくはこれに私権を設定し、又は普通財産を売り払い、譲与し、若し

くは出資の目的としようとするとき。 

(９) 行政財産の目的外使用許可（使用期間が１月以内の目的外使用許可並びに電柱類、広告板

類、標識柱類、配管類、公衆電話類、自動販売機類及びこれらの附属設備の設置に係る目的外

使用許可並びに別に定める県営住宅の目的外使用許可を除く。次号において同じ。）をしよう

とするとき。 

(10) 公有財産の貸付け又は行政財産の目的外使用許可をした場合において、原状変更又は使用

目的変更の承認をしようとするとき。 

第２章 取得 

（公有財産の取得） 

第６条 部局の長は、公有財産として財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該財産につい

て、現況、境界等必要な調査を行なうほか私権の設定又は特殊な義務（以下「私権の設定等」と

いう。）の有無を調査しなければならない。 

２ 部局の長は、公有財産として財産を取得しようとするときは、決裁を受けるにあたって次に掲

げる事項を明らかにしなければならない。ただし、取得の方法又は財産の性質によっては、その

一部を省略することができる。 

(１) 取得しようとする理由及び取得の方法 

(２) 所在地 

(３) 土地については、その地目及び面積、建物についてはその構造及び面積、その他のものに

ついては、その種類、数量等 

(４) 取得予定価格及び価格算定の基礎 

(５) 相手方の住所及び氏名（法人にあってはその名称及び代表者の氏名。以下同じ。） 

(６) 予算額及び経費の支出（歳入）科目 

(７) 契約の方法及びその理由 

(８) 契約書案 

(９) 関係図面 

(10) 境界確認書（別記様式第１号の２） 

(11) 登記又は登録を要する財産については、登記事項証明書等（登記又は登録事項の全部を証
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明した書面をいう。）又は登記若しくは登録事項の調査書 

(12) 取得しようとする建物の敷地が第三者の所有に係るものにあっては、その面積並びに所有

者の住所、氏名及び敷地貸付承諾書 

(13) 寄附財産については、寄附申込書（別記様式第１号の３）及び寄附受納書（別記様式第１

号の４） 

(14) 寄附に際しての条件 

(15) 私権の設定等があるときは、その内容及び解除の見込 

(16) その他参考となるべき事項 

３ 第１項の規定による調査により、当該財産について、私権の設定等がありこれを解除する必要

があるときは、その所有者又は権利者にこれを消滅させ、又は消滅させるための必要な措置を講

じた後でなければ契約を締結してはならない。 

（不動産の借受け） 

第６条の２ 部局の長は、不動産を借り受けようとするときは、あらかじめ総務部長に協議しなけ

ればならない。ただし、引き続いて借り受ける場合にあっては、当該協議を省略することができ

る。 

２ 前条第２項の規定は、部局の長が行う不動産の借り受けについて準用する。 

（新築、新造、増改築、増改造又は移築） 

第７条 部局の長は、建物、船舶、その他工作物を新建築し、新造し、増改築し、増改造し、又は

移築しようとするときは、決裁を受けるにあたって次に掲げる事項を明らかにしなければならな

い。ただし、物件の性質によっては、その一部を省略することができる。 

(１) 新築、新造、増改築、増改造又は移築の理由 

(２) 建物敷地の所在地（移築にあっては、従前の敷地について同じ。） 

(３) 敷地の地目及び面積 

(４) 借地にあっては、敷地の所有者の氏名及び借地料、借地期間その他必要な事項を記載した

承諾書並びにその登記事項証明書（登記事項の全部を証明したものに限る。）又は登記事項の

調査書 

(５) 新築、新造、増改築、増改造、又は移築をした物の構造及び面積又は数量（船舶等にあっ

ては、総トン数、馬力等を含む。） 

(６) 建築又は建造価格 

(７) 完成予定年月日 
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(８) 関係図面 

(９) その他参考となるべき事項 

（登記又は登録） 

第８条 不動産又は船舶に関する権利等登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、部局の

長は、すみやかに登記又は登録の手続をしなければならない。 

２ 地番のない土地を取得したときは、部局の長は、直ちに地番設定の手続をしなければならない。 

３ 土地を取得したときは、部局の長は、その境界を明らかにするため別に定める境界標を設定し

なければならない。 

（代金の支払） 

第９条 取得した公有財産の代金は、登記又は登録を有する公有財産については、登記又は登録を

完了した後に、その他の公有財産については、引渡しを受けた後に支払わなければならない。た

だし、部局の長において特に必要と認めたときは、この限りでない。 

第３章 管理 

第１節 通則 

（公有財産総括台帳） 

第10条 総務部長は、公有財産に関する事務を総括するため、公有財産総括台帳（別記様式第２号）

を備えなければならない。 

（公有財産台帳） 

第11条 部局の長は、その管理する公有財産の種類、用途、所在、数量、価額等管理上必要な事項

を明らかにした公有財産台帳（別記様式第３号）及び関係図面（別記様式第４号）の作成、保管

及び修正を、当該公有財産の管理を分掌させた課の長に行わさせなければならない。 

２ 部局の長は、その所管に属する公有財産の管理を出先機関の長に分掌させるときは、前項に規

定する公有財産台帳及び関係図面の副本を送付しなければならない。 

３ 公有財産の管理の分掌を受けた出先機関の長は、公有財産台帳及び関係図面の副本を保管しな

ければならない。 

４ 部局の長は、課の長が公有財産台帳を作成し、又は修正したときは、直ちに関係図面等を添え

て、公有財産台帳異動報告書（別記様式第４号の２）により総務部長に報告するとともに、分掌

させた出先機関の長に公有財産台帳異動通知書（別記様式第４号の３）により通知しなければな

らない。 

５ 前項の報告を受けた総務部長は、その保管する公有財産総括台帳を、前項の通知を受けた出先
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機関の長はその保管する公有財産台帳の副本を直ちに修正しなければならない。 

（借受財産台帳） 

第11条の２ 部局の長は、借受不動産に関しその現状を明らかにするため、借受財産台帳（別記様

式第４号の４）を作成保管し、異動が生じた場合には、これを修正しなければならない。 

２ 部局の長は、前項の規定により借受財産台帳を作成し、又は修正したときは、借受財産台帳異

動報告書（別記様式第４号の５）により総務部長に報告しなければならない。 

（定期報告） 

第12条 部局の長は、その管理する公有財産について、毎年３月31日現在の状況及び年度間の異動

数量を、定期報告書（別記様式第５号）により４月30日までに、総務部長に報告しなければなら

ない。 

２ 前項の規定により報告を受けた総務部長は、定期報告書を取りまとめのうえ６月30日までに、

定期報告通知書（別記様式第５号の２）により会計管理者に通知しなければならない。 

（事故の報告） 

第13条 課の長又は出先機関の長は、天災又はその他の事故により、その管理する公有財産が滅失

し、又は破損したときは、直ちに次に掲げる事項を事故発生報告書（別記様式第５号の３）によ

り部局の長に報告しなければならない。 

(１) 被害財産の名称及び所在地 

(２) 被害財産の種類及び種別 

(３) 事故発生の日時 

(４) 滅失又は破損の原因 

(５) 被害の数量及び程度 

(６) 損害見積価額 

(７) その他参考となるべき事項 

２ 前項の報告を受けた部局の長は、状況を調査し、事後処置に関する意見等を添え事故報告書（別

記様式第５号の４）により総務部長に報告するとともに復旧又はその他必要な措置を採らなけれ

ばならない。 

第２節 用途の変更又は廃止 

（行政財産の用途の変更又は廃止） 

第13条の２ 部局の長は、行政財産の用途の変更又は廃止をしようとするときは、決裁を受けるに

当たって次に掲げる事項を明らかにしなければならない。ただし、財産の性質によっては、その
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一部を省略することができる。 

(１) 変更又は廃止の理由 

(２) 所在地及び名称 

(３) 土地についてはその地目及び面積、建物についてはその構造及び面積、その他のものにつ

いてはその種類及び数量等 

(４) 変更又は廃止後の利用計画又は処分方法 

(５) 関係図面 

(６) 分筆登記の必要の有無 

(７) その他参考となるべき事項 

２ 部局の長は、行政財産の用途を廃止したときは、当該用途の廃止によって生じた普通財産を用

途廃止財産引継書（別記様式第５号の５）により、直ちに総務部長に引き継がなければならない。

ただし、第３条の２第２項第１号及び第２号に該当する普通財産については、この限りでない。 

（普通財産の引継ぎ） 

第13条の３ 部局の長は、その所管に属する普通財産を総務部長に引き継ぐ場合は、前条第２項の

規定に準じて引き継がなければならない。 

第３節 貸付け 

（公有財産の貸付け） 

第14条 部局の長は、公有財産を借り受けようとする者については、個人にあっては公有財産借受

申請書（別記様式第６号）を、法人又は法人格を有しない団体（以下「法人等」という。）にあ

っては公有財産借受申請書及び役員等一覧（別記様式第６号の２）を提出させ、決裁を受けるに

当たって次に掲げる事項を明らかにしなければならない。ただし、役員等一覧の提出については、

国、地方公共団体その他公共団体に貸し付けるとき、その他部局の長が特に必要がないと認める

ときは、この限りでない。 

(１) 貸し付けようとする理由 

(２) 所在地及び名称 

(３) 土地についてはその地目及び面積、建物についてはその構造及び面積、その他の財産につ

いてはその種類及び数量等 

(４) 貸付料予定額及び算定の基礎 

(５) 貸付料納付の期間及び方法 

(６) 予算額及び歳入科目 
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(７) 貸付期間 

(８) 相手方の住所及び氏名 

(９) 貸付契約書案 

(10) 無償又は減額貸付けをする場合は、その根拠及び理由 

(11) 関係図面 

(12) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条

第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団関係者（暴力団員（同条第６号に規

定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。）又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関

係を有する者をいう。以下同じ。）でないこと。 

(13) その他参考となるべき事項 

２ 部局の長は、行政財産の貸付けに当たっては、当該行政財産の貸付期間内における公用又は公

共用に供せられる予定の有無を確認し、その予定のない場合に限り、これを貸し付けることがで

きる。 

３ 部局の長は、前２項の規定により、公有財産を貸し付けたとき（１月以内の貸付けの場合を除

く。）は、速やかに公有財産貸付通知書（別記様式第６号の３）により、総務部長に通知しなけ

ればならない。 

（公有財産の貸付期間） 

第15条 公有財産の貸付期間は、次の各号に掲げる貸付けの区分に応じ、当該各号に定める期間と

する。 

(１) 建物の所有を目的とする土地の貸付けで借地借家法（平成３年法律第90号）第22条の適用

を受けるもの 50年以内 

(２) 専ら事業の用に供する建物（居住の用に供するものを除く。）の所有を目的とする土地の

貸付けで借地借家法第23条の適用を受けるもの 50年未満 

(３) 前２号に掲げる貸付けを除くほか、建物の所有を目的とする土地の貸付け 30年以内 

(４) 植樹を目的とする土地の貸付け 20年以内 

(５) 前各号に規定する目的以外の目的のための土地、建物又は建物以外の土地の定着物の貸付

け ５年以内 

２ 前項の規定にかかわらず、同項第１号の貸付けについては、特に必要があると認めるときは、

50年を超えて貸し付けることができる。 

３ 第１項に定める期間は、同項第１号及び第２号の貸付けを除くほか、更新することができる。
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この場合において、その期間は、当該更新のときから、同項第３号の貸付けにあっては30年を、

同項第４号の貸付けにあっては20年を、同項第５号の貸付けにあっては５年を超えることができ

ない。 

（貸付料） 

第16条 公有財産の貸付料は、別に定めのあるもののほか、貸し付ける財産の時価評価額に、土地

については100分の４、建物については100分の７を乗じた額を標準年額とし、次に掲げる金額を

加算することができる。 

(１) 国有資産等所在市町村交付金法（昭和31年法律第82号）に基づく交付金相当額 

(２) 火災保険料、電気料、水道料その他県が支出する経費のうち当該貸付けに係る額 

(３) 消費税法（昭和63年法律第108号）に基づく消費税相当額及び地方税法（昭和25年法律第226

号）に基づく地方消費税相当額 

２ 前項の規定にかかわらず、公有財産の貸付料の標準年額は、入札によって決定することができ

る。この場合において、宮崎県財務規則第122条第１項に規定する予定価格は、前項の規定により

算出された標準年額とする。 

３ 貸付料は、定期に納入させなければならない。ただし、その全部又は一部を前納させることが

できる。 

（契約事項） 

第17条 公有財産を貸し付ける場合は、次に掲げる事項を契約しなければならない。ただし、特に

必要がないと認めるときは、その一部を省略することができる。 

(１) 貸付財産の表示 

(２) 使用目的及び使用上の制限に関すること。 

(３) 貸付期間及び更新に関すること。 

(４) 貸付料及びその改訂に関すること。 

(５) 貸付料の納入方法及び納入期日に関すること。 

(６) 転貸及び権利譲渡等の禁止に関すること。 

(７) 修繕等の義務負担に関すること。 

(８) 原状の変更及び荒廃又は破損した場合の負担に関すること。 

(９) 原状回復及び損害賠償に関すること。 

(10) 契約解除に関すること。 

(11) 貸付財産の返還に関すること。 
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(12) 貸付料の返還に関すること。 

(13) その他必要と認める事項 

（貸付けに係る債権の保全） 

第18条 公有財産を貸し付ける場合は、適当と認められる連帯保証人を立てさせなければならない。

ただし、国又は地方公共団体に貸し付けるとき、その他特に必要がないと認めたときはこの限り

でない。 

２ 前項の規定により保証契約を締結する場合は、契約書に、当該保証契約に係る保証の対象及び

極度額（当該保証契約が民法（明治29年法律第89号）第465条の２第１項に規定する個人根保証契

約である場合に限る。）その他必要な事項を約定しなければならない。次項の規定により新たに

保証契約を締結する場合も、同様とする。 

３ 連帯保証人が不適当と認められるに至ったときは、直ちに新たな連帯保証人を立てさせ、公有

財産借受連帯保証人変更申請書（別記様式第７号）を提出させなければならない。 

４ 公有財産の借受人がその住所、若しくは氏名を変更したとき、又は連帯保証人の住所若しくは

氏名に変更があったときは、直ちに公有財産借受人（連帯保証人）住所氏名変更届（別記様式第

８号）を提出させなければならない。 

５ 貸付けに係る債権の保全が連帯保証人の保証では十分でない場合又は連帯保証人の保証が受け

られない場合は、公有財産の借受人に対し、貸付けに係る債権の保全に十分な担保の提供を求め

なければならない。 

（公有財産の貸付期間の延長及び更新） 

第19条 部局の長は、公有財産の借受人が、貸付期間の延長又は更新を希望するときは、個人にあ

っては公有財産借受期間延長（更新）申請書（別記様式第９号）を、法人等にあっては公有財産

借受期間延長（更新）申請書及び役員等一覧を借受期間満了の日前15日までに提出させ、決裁を

受けなければならない。ただし、役員等一覧の提出については、国、地方公共団体その他公共団

体に貸し付けるとき、その他部局の長が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。 

（守るべき事項等） 

第20条 公有財産の借受人は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。ただし、特に知事

の承認を受けたときは、この限りでない。 

(１) 借受財産を転貸しないこと。 

(２) 借り受けた権利を譲渡しないこと。 

(３) 借受財産の原状を変更し、又はこれに工作を加えないこと。 
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(４) 借受財産の使用目的又は用途を変更しないこと。 

(５) その他知事において指示した事項 

２ 借受人が、貸付財産を破損し、若しくは荒廃させた場合、知事の承認を経ないで前項各号の規

定に違反した場合又は公有財産借受申請書に掲げる誓約事項その他契約条項に違反した場合は、

その損害を賠償させ、いつでも契約を解除することができる。 

３ 公有財産を無断で使用し、又はこれによって収益した者についてはその使用を中止させ、これ

により生じた損害を賠償させなければならない。ただし、普通財産について、特別の事情により、

知事においてやむを得ないものと認めた場合は、貸し付けを追認し、その間の貸付料を既往にさ

かのぼり追徴することができる。 

（貸付財産の使用目的変更） 

第21条 部局の長は、公有財産の借受人が第20条第１項ただし書の規定により知事の承認を受けよ

うとするときは、承認申請書（別記様式第10号）を提出させなければならない。 

２ 前項の承認をする場合において知事が必要と認めるときは、相当額の保証金を徴収するものと

する。 

（公有財産貸付台帳） 

第22条 部局の長は、貸付財産に関しその現状を明らかにするため公有財産貸付台帳（別記様式第

11号）を作製保管しなければならない。 

（公有財産の返還） 

第23条 公有財産の借受人が借受財産を返還しようとするときは、返還の日前５日までに、借受公

有財産返還届（別記様式第12号）を提出しなければならない。 

第４節 目的外使用許可 

（行政財産の目的外使用許可） 

第24条 部局の長は、行政財産の目的外使用許可を受けようとする者については、個人又は国、地

方公共団体その他公共団体にあっては行政財産使用許可申請書（別記様式第13号）を、それ以外

の法人等にあっては行政財産使用許可申請書及び役員等一覧を提出させ、決裁を受けるに当たっ

て次に掲げる事項を明らかにしなければならない。ただし、総務部長が特に必要がないと認める

場合にあっては、この限りでない。 

(１) 使用許可をしようとする理由 

(２) 所在地及び名称 

(３) 土地についてはその地目及び面積、建物についてはその構造及び面積、その他の財産につ
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いてはその種類、数量等 

(４) 使用料予定額及び算定の基礎 

(５) 使用料納付の期間及び方法 

(６) 使用料を免除し、又は減額しようとするときは、その理由及び根拠 

(７) 予算額及び歳入科目 

(８) 使用の目的、用途及び期間 

(９) 相手方の住所及び氏名 

(10) 使用許可条件案 

(11) 関係図面 

(12) 暴力団又は暴力団関係者でないこと。 

(13) その他参考となるべき事項 

２ 前項本文の規定にかかわらず、部局の長は、特に必要がないと認めるときは、役員等一覧の提

出を省略させることができる。 

３ 部局の長は、行政財産の使用を許可したときは、行政財産使用許可書（別記様式第14号）を使

用許可の申請をした者に交付しなければならない。この場合において、行政財産使用許可書には

次に掲げる条件を付するものとする。ただし、財産の性質によっては、その一部を変更し、又は

省略することができる。 

(１) 使用料は、知事の発行する納入通知書により、指定期日までに納入すること。 

(２) あらかじめ書面により知事の承認を得た場合のほか、使用許可財産を転貸しないこと。 

(３) 使用許可を受けた権利を譲渡しないこと。 

(４) あらかじめ書面により知事の承認を得た場合のほか、使用許可財産を使用許可書に明示し

た以外の使用目的又は用途に使用しないこと。 

(５) あらかじめ書面により知事の承認を得た場合のほか、使用許可財産の原状を変更し、又は

これに工作を加えないこと。 

(６) 使用許可条件に違反したことにより、県に損害を与えたときは、使用者は、その損害につ

き賠償すること。 

(７) 公用若しくは公共用に供するため必要を生じたとき、又は使用許可条件若しくは行政財産

使用許可申請書に掲げる誓約事項に違反したときは、使用許可を取り消し、又は使用に制限を

加えること。 

(８) 使用許可を取り消し、又は使用に制限を加えることにより、使用者に損失が生じる場合で
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あっても、使用者はその補償を要求することができないこと。 

(９) その他必要と認める事項 

４ 部局の長は、第１項の規定により、行政財産の目的外使用許可（使用期間が１月以内の目的外

使用許可及び別に定める県営住宅の目的外使用許可を除く。）をしたときは、直ちに行政財産使

用許可通知書（別記様式第15号）により、総務部長に通知しなければならない。 

５ 第18条及び第19条の規定は、行政財産の目的外使用許可をする場合に準用する。 

（行政財産の使用許可期間） 

第24条の２ 行政財産の使用許可の期間は、１年以内とする。ただし、次に掲げる場合は、使用許

可の期間を３年以内とすることができる。 

(１) 電柱類、公衆電話類、地下埋設物その他これらに類する物件を設置するため使用するとき。 

(２) その他知事が特に必要と認めるとき。 

２ 前項の期間は、これを更新することができる。 

（目的外使用許可財産の使用目的変更等） 

第24条の３ 部局の長は、目的外使用許可財産の使用者が、現に使用を許可している使用許可財産

の使用目的変更又は原状変更の承認を受けようとするときは、あらかじめ使用者に行政財産使用

目的変更承認申請書（別記様式第16号）又は行政財産原状変更承認申請書（別記様式第16号の２）

を提出させなければならない。 

２ 前項の規定により、原状変更の承認をしたときは、返還時における原状回復義務を付するもの

とする。 

３ 前項の規定により、返還時における原状回復義務を附した場合において、知事が特に原状に回

復する必要がないと認めるときは、使用者は原状変更のまま返還することができる。 

（行政財産使用許可台帳） 

第24条の４ 部局の長は、使用許可財産に関し、その原状を明らかにするため行政財産使用許可台

帳（別記様式第17号）を作製保管しなければならない。 

（使用許可財産の返還） 

第24条の５ 使用許可財産の使用者が、使用許可財産を返還しようとするときは、返還の日前５日

までに使用許可財産返還届書（別記様式第18号）を提出しなければならない。 

第５節 所管換え等 

（公有財産の所管換え又は所属替え） 

第25条 部局の長は、公有財産の所管換え又は所属替えをしようとするときは、決裁を受けるに当
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たって次に掲げる事項を明らかにしなければならない。ただし、財産の性質によっては、その一

部を省略することができる。 

(１) 所管換え又は所属替えの理由 

(２) 所在地及び名称 

(３) 土地についてはその地目及び面積、建物についてはその構造及び面積、その他の財産につ

いてはその種類及び数量等 

(４) 当該財産に係る予算の現況 

(５) 当該財産を管理する部局の長の意見 

(６) その他参考となるべき事項 

２ 部局の長は、所管換え又は所属替えを受けようとするときは、従前の所管部局の長又は公有財

産の管理を分掌する課の長から公有財産台帳抄本及び関係図面を所管換え（所属替え）財産引継

書（別記様式第19号）により引継ぎを受けなければならない。 

（公有財産の使用承認） 

第25条の２ 部局の長は、公有財産の使用承認をしようとするときは、前条第１項の例により決裁

を受けなければならない。 

（異なる会計間の所管換え等） 

第26条 公有財産を所属を異にする会計の間において所管換え若しくは所属替えをし、又は所属を

異にする会計をして使用させるときは、当該会計間において有償として整理するものとする。た

だし、知事において特にその必要がないと認める場合はこの限りでない。 

（分類換え） 

第26条の２ 第25条第１項の規定は、部局の長が行う公有財産の分類換えについて準用する。 

（編入換え） 

第27条 部局の長は、編入換えの必要を生じたときは、あらかじめ総務部長に協議しなければなら

ない。 

２ 前項の編入換えの手続きについては、第６条及び第31条の例による。 

第６節 維持及び保存 

（公有財産の維持及び保存） 

第28条 部局の長は、その管理する公有財産について、常に次の事項に注意しなければならない。 

(１) 公有財産の維持、保存及び使用の適否 

(２) 使用料又は貸付料の適否 
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(３) 使用させ又は貸し付けた公有財産の使用収益の状況 

(４) 土地については境界 

(５) 公有財産の増減とその証拠書類との符合状況 

(６) 公有財産と登記簿又は登録簿、公有財産台帳及び関係図面との符合状況 

(７) 公有財産台帳記載事項の適否 

（有価証券の出納及び保管） 

第29条 宮崎県財務規則第７章の規定は、公有財産に属する有価証券の出納及び保管について準用

する。 

（火災保険に関する事項） 

第30条 部局の長は、その管理する公有財産（県営住宅を除く。以下この条において同じ。）で、

次の各号のいずれかに該当し、火災保険契約を締結する必要があると認めるものについては、毎

会計年度の開始前、あらかじめ当該会計年度の期間を契約期間として火災保険契約締結要請書（別

記様式第20号）により、総務部長に火災保険契約の締結を要請しなければならない。 

(１) 木造の建物 

(２) 重要な文化財等高価な物件を保管する建物 

(３) 水利の不便な地に存在する建物 

(４) 前各号のほか、火災発生度の高い公有財産 

２ 部局の長は、年度の途中において取得した財産で、前項各号のいずれかに該当し、火災保険契

約を締結する必要があると認めるものについては、前項の規定に準じ手続をしなければならない。 

３ 部局の長は、火災保険契約を締結した公有財産に異動を生じたときは、直ちに火災保険契約変

更要請書（別記様式第21号）により、総務部長に火災保険契約変更の要請をしなければならない。 

第４章 処分 

（普通財産の処分） 

第31条 部局の長は、普通財産を処分しようとするときは、決裁を受けるに当たって次に掲げる事

項を明らかにしなければならない。ただし、財産の性質によっては、その一部を省略することが

できる。 

(１) 処分しようとする理由 

(２) 所在地及び名称 

(３) 土地については、その地目及び面積、建物についてはその構造及び面積、その他の財産に

あってはその種類及び数量等 
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(４) 処分予定（見積）価格及び価格算定の基礎 

(５) 価格評定書 

(６) 予算計上額及び歳入科目 

(７) 代金納付の方法及び時期 

(８) 契約の方法及びその理由 

(９) 随意契約により処分する場合は、その相手方の住所及び氏名 

(10) 譲与又は減額譲渡により、処分するものについてはその理由 

(11) 契約書案 

(12) 関係図面 

(13) その他参考となるべき事項 

（普通財産の処分報告） 

第31条の２ 部局の長は、前条の規定により普通財産を処分したときは、直ちに普通財産処分報告

書（別記様式第22号）により、総務部長に報告しなければならない。 

（価格の評定方法） 

第32条 部局の長は、普通財産の処分に当たっては、不動産鑑定士その他精通者の意見又は売買実

例等を参考にして、当該物件の品位及び立地条件等を総合し、公平かつ妥当な価格を評定しなけ

ればならない。 

２ 部局の長は、公有財産の取得又は管理についても前項に準じ価格の評定を行うものとする。 

第５章 事務委任及び補助執行 

第１節 事務委任 

（教育長及び警察本部長への委任） 

第33条 次に掲げる事務は、教育長に委任する。 

(１) 教育財産（地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）第21条第２

号に規定する教育財産をいう。以下同じ。）その他の行政財産で教育委員会が所掌する事務又

は事業の用に供するものの取得に関する事務 

(２) 教育委員会の職員に貸し付けることを目的として設置される職員宿舎及びその敷地の取得

に関する事務 

(３) 教育委員会が所掌する事務又は事業の用に供する行政財産（教育財産を除く。）及び当該

事務又は事業に関係のある普通財産の管理に関する事務 

(４) 前号に規定する普通財産で建物及び工作物並びに保育間伐材及び風倒木であるものの処分
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に関する事務 

(５) 教育委員会が所掌する事務又は事業のために使用する不動産の借受けに関する事務 

(６) 前各号に掲げる事務に係る契約の締結に関する事務 

２ 次に掲げる事務は、警察本部長へ委任する。 

(１) 警察本部が所掌する事務又は事業の用に供する行政財産の管理に関する事務 

(２) 警察本部が所掌する事務又は事業に関係のある普通財産の管理に関する事務 

(３) 警察本部が所掌する事務又は事業のために使用する不動産の借受けに関する事務 

(４) 前各号に掲げる事務に係る契約の締結に関する事務 

（用途廃止財産の知事への引継ぎ） 

第34条 教育長及び警察本部長は、前条の規定により管理を委任された行政財産の用途廃止をした

ときは、当該用途の廃止によって生じた普通財産を第13条の２第２項の規定に準じて知事に引き

継がなければならない。 

２ 前項の規定は、教育長及び警察本部長の所管に属する普通財産を知事に引き継ぐ場合について

準用する。 

（知事への協議） 

第35条 教育長及び警察本部長は、第33条の規定により委任された公有財産に関する事務を行う場

合において次に掲げるときは、法第238条の２第２項の規定に基づき、あらかじめ知事に協議しな

ければならない。 

(１) 公有財産を取得しようとするとき。 

(２) 行政財産（教育財産を含む。以下この条において同じ。）の用途を変更しようとするとき。 

(３) 法第238条の４第２項の規定による行政財産の貸付け又はこれに対する私権の設定で次に

掲げるものをしようとするとき。 

ア １件の面積が1,000平方メートルを超える土地の貸付け（使用期間が１月以内のものを除

く。）又はこれに対する私権の設定 

イ １件の延面積が500平方メートルを超える建物の貸付け（使用期間が１月以内のものを除

く。） 

(４) 法第238条の４第７項の規定による行政財産の使用の許可で次に掲げるものをしようとす

るとき。 

ア １件の面積が1,000平方メートルを超える土地の使用の許可（使用期間が１月以内のものを

除く。） 
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イ １件の延面積が500平方メートルを超える建物の使用の許可（使用期間が１月以内のものを

除く。） 

(５) 前各号に掲げるもののほか、当該委任された事務の処理が次のいずれかに該当するとき。 

ア 特に重要と認められるもの 

イ 異例に属し、先例となるおそれがあるもの 

ウ 紛議があるもの又は処理の結果紛議が生ずるおそれのあるもの 

（準用） 

第36条 第12条第１項及び第13条第１項の規定は、第33条の規定により教育長及び警察本部長に委

任した公有財産に関する事務に係る報告について準用する。この場合において、第12条第１項中

「部局の長」とあるのは「教育長又は警察本部長」と、第13条第１項中「課の長又は出先機関の

長」とあるのは、「教育長又は警察本部長」と、「部局の長」とあるのは「総務部長」とそれぞ

れ読み替えるものとする。 

２ 第30条の規定は、第33条の規定により教育長及び警察本部長に委任した公有財産に関する事務

に係る火災保険の付保について準用する。この場合において、「部局の長」とあるのは「教育長

又は警察本部長」と、「公有財産（県営住宅を除く。以下この条において同じ。）」とあるのは

「公有財産」と読み替えるものとする。 

（適用除外） 

第37条 第33条第１項の規定により教育長に委任した公有財産に関する事務については、第１章の

２から第４章までの規定（前条において準用する規定を除く。）は適用しない。 

２ 第33条第２項の規定により、警察本部長に委任した公有財産に関する事務については、第１章

の２、第６条の２及び第３章の規定（前条において準用する規定を除く。）は、適用しない。 

第２節 補助執行 

（副教育長等の補助執行） 

第38条 次に掲げる事務は、副教育長に補助執行させるものとする。 

(１) 教育委員会が所掌する事務又は事業に関係のある普通財産の取得に関する事務（第33条第

１項第２号に掲げる事務を除く。） 

(２) 教育委員会が所掌する事務又は事業に関係のある普通財産の処分に関する事務（第33条第

１項第４号に掲げる事務を除く。） 

(３) 前２号に掲げる事務に係る契約の締結に関する事務 

２ 次に掲げる事務は、警察本部長に補助執行させるものとする。 
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(１) 警察本部が所掌する事務又は事業の用に供する行政財産の取得に関する事務 

(２) 警察本部が所掌する事務又は事業に関係のある普通財産の取得に関する事務 

(３) 前号に規定する普通財産の処分に関する事務 

(４) 前各号に掲げる事務に係る契約の締結に関する事務 

３ 次に掲げる事務は、議会事務局長に補助執行させるものとする。 

(１) 議会の事務の用に供する行政財産の取得及び管理に関する事務 

(２) 議会の事務に関係のある普通財産の取得、管理及び処分に関する事務 

(３) 前２号に掲げる事務に係る契約の締結に関する事務 

（準用） 

第39条 第５条（第４号、第６号、第７号、第９号及び第10号を除く。）並びに第２章及び第４章

の規定は、前条第１項又は第２項の規定により副教育長又は警察本部長が補助執行する場合につ

いて準用する。この場合において、これらの規定中「部局の長」とあるのは、「副教育長又は警

察本部長」と読み替えるものとする。 

２ 第５条、第３章（出先機関の長に関する部分を除く。）及び第４章の規定は、前条第３項の規

定により議会事務局が補助執行をする場合について準用する。この場合において、これらの規定

中「部局の長」とあるのは「議会事務局長」と、「課の長」とあるのは「議会事務局総務課長」

とそれぞれ読み替えるものとする。 

附 則 

１ この規則は、昭和39年４月１日から施行する。 

２ 財産に関する条例施行規則（昭和33年宮崎県規則第69号）は廃止する。 

３ 第30条第１項中「毎会計年度の開始前あらかじめ」とあるのは、昭和39年度に限り「昭和39年

５月31日までに」と読み替えるものとする。 

附 則（昭和41年12月16日規則第46号） 

この規則は、昭和42年１月20日から施行する。 

附 則（昭和48年３月31日規則第11号） 

この規則は、昭和48年４月１日から施行する。 

附 則（昭和56年４月１日規則第17号） 

この規則は、昭和56年５月１日から施行する。 

附 則（昭和59年２月17日規則第３号） 

この規則は、昭和59年４月１日から施行する。 



25/98 

附 則（昭和60年４月１日規則第19号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の公有財産取扱規則に基づき、公有財産に関す

る事務を分掌している次の表の左欄に掲げる者は、昭和61年３月31日までは、この規則による改

正後の公有財産取扱規則（以下「新規則」という。）に規定する同表の右欄に掲げる者とみなし、

新規則の規定を適用する。 

教育長 

警察本部長 

部局の長 

教育委員会事務局及び警察本部の分課の長 課の長 

県教育庁組織規則（昭和50年宮崎県教育委員会

規則第４号）第11条第１項に規定する教育事務

所、宮崎県教育研修センター設置条例（昭和47

年宮崎県条例第15号）第１条に規定する宮崎県

教育研修センター、県立図書館条例（昭和25年

宮崎県条例第49号）第１条に規定する県立図書

館及び宮崎県総合博物館条例（昭和45年宮崎県

条例第41号）第２条に規定する宮崎県総合博物

館の長並びに教育関係の公の施設に関する条例

（昭和39年宮崎県条例第36号）第２条に規定す

る公の施設の長警察署の名称、位置及び管轄区

域を定める条例（昭和29年宮崎県条例第12号）

第２条に規定する警察署の長 

出先機関の長 

附 則（昭和61年３月28日規則第10号） 

この規則は、昭和61年４月１日から施行する。 

附 則（昭和62年６月22日規則第40号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成５年４月１日規則第24号） 
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この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成５年９月30日規則第42号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成６年３月31日規則第９号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成６年４月１日から施行する。 

（用紙に関する経過措置） 

２ この規則の施行の際現に存する第２条の規定による改正前の宮崎県税条例施行規則別記様式第

131号（その１）、別記様式第131号（その２）、別記様式第132号の付表、別記様式第135号の付

表１及び付表２、別記様式第158号（その１）、別記様式第158号（その２）、別記様式第159号並

びに別記様式第200号並びに第３条の規定による改正前の県税の課税免除等の特例に関する条例

施行規則別記様式第５号（その２）の用紙は、当分の間、所要の事項を適宜補正して使用するこ

とができる。 

附 則（平成８年４月１日規則第31号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（用紙に関する経過措置） 

２ この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の公有財産取扱規則の規定に定める様式

による用紙は、当分の間、所要の事項を適宜補正して使用することができる。 

附 則（平成９年４月１日規則第34号の２） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成10年３月31日規則第15号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成10年４月１日から施行する。 

附 則（平成11年３月31日規則第33号） 

この規則は、平成11年４月１日から施行する。 

附 則（平成15年４月１日規則第34号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成16年４月１日規則第22号抄） 

（施行期日） 
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１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる機関の職にある者は、別に辞令を発せられない

限り、それぞれ同表の右欄に掲げる機関の相当の職に命ぜられたものとみなす。 

総務部秘書課 総合政策本部秘書広報課 

総務部広報広聴課 総合政策本部秘書広報課 

総務部市町村課 地域生活部市町村課 

企画調整部企画調整課 総合政策本部総合政策課 

企画調整部地域振興課 地域生活部地域振興課 

企画調整部総合交通課 地域生活部総合交通課 

企画調整部統計課 総合政策本部統計調査課 

企画調整部情報政策課 地域生活部情報政策課 

企画調整部国際政策課 地域生活部国際政策課 

企画調整部文化振興課 地域生活部生活・文化課 

生活環境部生活環境課 地域生活部生活・文化課 

生活環境部女性青少年課 地域生活部青少年男女参画課 

生活環境部同和対策課 地域生活部人権同和対策課 

生活環境部環境政策課 環境森林部環境管理課 

生活環境部環境対策推進課 環境森林部環境対策推進課 

福祉保健部社会援護課 福祉保健部国保・援護課 

福祉保健部保健薬務課 福祉保健部健康増進課 

農政水産部営農指導課 農政水産部営農支援課 

農政水産部農村建設課 農政水産部農村計画課 

農政水産部農地整備課 農政水産部農村整備課 

林務部林政企画課 環境森林部環境森林課 

林務部木材振興課 環境森林部山村・木材振興課 

林務部森林保全課 環境森林部自然環境課 

林務部森林土木課 環境森林部森林整備課 

林務部山村対策室 環境森林部山村・木材振興課 
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宮崎県婦人相談所 宮崎県女性相談所 

宮崎県東京物産観光センター 宮崎県東京事務所 

附 則（平成17年４月１日規則第37号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成19年３月30日規則第24号） 

この規則は、平成19年４月１日から施行する。ただし、第35条第４号の改正規定及び別記様式第

14号の改正規定は、公布の日から施行する。 

附 則（平成19年９月30日規則第67号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成20年３月31日規則第16号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成20年４月１日から施行する。 

附 則（平成23年３月31日規則第９号） 

この規則は、平成23年４月１日から施行する。 

附 則（平成23年７月28日規則第27号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成23年８月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の公有財産取扱規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる手続

その他の行為について適用し、同日前に行われた手続その他の行為については、なお従前の例に

よる。 

３ この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の公有財産取扱規則の規定に定める様式

による用紙は、当分の間、所要の事項を適宜補正して使用することができる。 

附 則（平成25年３月28日規則第８号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成25年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の公有財産取扱規則の規定に定める様式
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による用紙は、当分の間、所要の事項を適宜補正して使用することができる。 

附 則（平成27年３月30日規則第14号） 

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第33条第１項第１号の改正規定は、平成27年４月

１日から施行する。 

附 則（平成27年12月17日規則第54号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成28年２月18日規則第８号） 

この規則は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則（平成29年２月20日規則第６号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成30年３月29日規則第21号） 

この規則は、平成30年４月１日から施行する。ただし、第16条第１項第１号の改正規定は、公布

の日から施行する。 

附 則（平成31年３月11日規則第６号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日

から施行する。 

(１) 第２条の４第３項第４号の改正規定 平成31年４月１日 

(２) 別記様式第４号（その５）の改正規定（同様式の備考(１)中「日本工業規格」を「日本産

業規格」に改める部分に限る。） 平成31年７月１日 

（用紙に関する経過措置） 

２ この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の公有財産取扱規則の規定に定める様式

による用紙は、当分の間、所要の事項を適宜補正して使用することができる。 

附 則（令和２年３月５日規則第12号） 

この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

別表（第４条の２関係） 

専決者 専決事項 

副知事 １ 予定価格6,000万円以上7,000万円未満の公有財産の取得に関すること。 

２ 予定価格1,000万円以上3,000万円未満の普通財産の処分に関すること。 
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部局の長 １ 予定価格5,000万円以上6,000万円未満の公有財産の取得に関すること。 

２ 不動産の借受けに関すること。 

３ 登記前支払いに関すること。 

４ 行政財産の用途変更又は用途廃止に関すること。 

５ 公有財産の貸付けに関すること。 

６ 公有財産の所管換え、所属替え、使用承認、分類換え及び編入換えに関する

こと。 

７ 予定価格600万円以上1,000万円未満の普通財産の処分に関すること。 

８ 取り壊し又は撤去の目的をもって用途廃止した普通財産の廃棄に関するこ

と。 

次長 １ 予定価格4,000万円以上5,000万円未満の公有財産の取得に関すること。 

２ 予定価格200万円以上600万円未満の普通財産の処分に関すること。 

課の長 １ 予定価格4,000万円未満の公有財産の取得に関すること。 

２ 公有財産の登記嘱託に関すること。 

３ 境界の確定に関すること。 

４ 使用期間が１月以内の貸付けに関すること。 

５ 電柱類、広告板類、標識柱類、配管類、公衆電話類、自動販売機類及びこれ

らの附属設備の設置に係る貸付けに関すること。 

６ 貸付けの延長及び更新に関すること。 

７ 行政財産の目的外使用許可に関すること。 

８ 貸付財産及び使用許可財産の原状変更又は使用目的変更の承認に関するこ

と。 

９ 公有財産の使用承認の更新に関すること。 

10 予定価格200万円未満の普通財産の処分に関すること。 

財産総合管理

課長 

火災保険の付保に関すること（県営住宅に係るものを除く。）。 
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様式第１号（第３条の２関係） 
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様式第１号の２（第６条関係） 
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様式第１号の３（第６条関係） 
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様式第１号の４（第６条関係） 
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様式第２号（その１）（第10条関係） 
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様式第２号（その２）（第10条関係）（表面） 
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様式第２号（その３）（第10条関係）（表面） 
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様式第２号（その４）（第10条関係）（表面） 
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様式第２号（その５）（第10条関係）（表面） 
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様式第２号（その６）（第10条関係） 
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様式第２号（その７）（第10条関係） 
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様式第２号（その８）（第10条関係） 
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様式第２号（その９）（第10条関係） 
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様式第２号（その10）（第10条関係） 
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様式第２号（その11）（第10条関係） 
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様式第３号（その１）（第11条関係） 
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様式第３号（その２）（第11条関係） 

 



51/98 

様式第３号（その３）（第11条関係） 
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様式第３号（その４）（第11条関係） 
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様式第３号（その５）（第11条関係） 
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様式第３号（その６）（第11条関係） 
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様式第３号（その７）（第11条関係） 
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様式第３号（その８）（第11条関係） 
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様式第３号（その９）（第11条関係） 
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様式第３号（その10）（第11条関係） 

 



59/98 

様式第３号（その11）（第11条関係） 
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様式第４号（その１）（第11条関係） 

 

様式第４号（その２）（第11条関係） 
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様式第４号（その３）（第11条関係） 

 

様式第４号（その４）（第11条関係） 
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様式第４号（その５）（第11条関係） 
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様式第４号の２（第11条関係） 
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様式第４号の３（第11条関係） 
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様式第４号の４（第11条の２関係） 
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様式第４号の５（第11条の２関係） 

 

様式第５号（その１）（第12条関係） 

 



68/98 

様式第５号（その２）（第12条関係） 

 

様式第５号（その３）（第12条関係） 

 



69/98 

様式第５号（その４）（第12条関係） 
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様式第５号の２（第12条関係） 
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様式第５号の３（第13条関係） 
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様式第５号の４（第13条関係） 

 



75/98 

様式第５号の５（第13条の２関係） 
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様式第６号（第14条関係） 
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様式第６号の２（第14条、第19条、第24条関係） 

 



79/98 

様式第６号の３（第14条関係） 
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様式第７号（第18条関係） 

 



81/98 

様式第８号（第18条関係） 
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様式第９号（第19条関係） 
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様式第10号（その１）（第21条関係） 

 



85/98 

様式第10号（その２）（第21条関係） 

 



86/98 

様式第11号（第22条関係） 

 



87/98 

様式第12号（第23条関係） 

 



88/98 

様式第13号（第24条関係） 



89/98 

 



90/98 

様式第14号（第24条関係） 

 



91/98 

様式第15号（第24条関係） 

 



92/98 

様式第16号（第24条の３関係） 

 



93/98 

様式第16号の２（第24条の３関係） 

 



94/98 

様式第17号（第24条の４関係） 
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様式第18号（第24条の５関係） 

 



96/98 

様式第19号（第25条関係） 

 



97/98 

様式第20号（第30条関係） 

 

様式第21号（第30条関係） 
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様式第22号（第31条の２関係） 

 


